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（３）支線 

支線は、交差する都市計画道路の交差部において①地形や道路網の形状などの条件によ

り計画されている支線と、②幹線街路の機能を補完するために計画されている支線とに分

類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、支線が未着手の箇所［１］と

しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１］現在まちづくりの検討を行っている支線は対象外としました。 

図３-34 地形や道路網の形状などの条件により計画されている支線のイメージ 

 

支線

検証対象 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
３
-3
5
 
支
線

 
検
証
対
象

 

 

 
 

 
 

 

 

千
代
田
区
 中

央
区
 

港
区
 

新
宿
区
 

文
京
区
 

台
東
区
 

墨
田
区
 

江
東
区
 

目
黒
区
 

大
田
区
 品
川
区
 

世
田
谷
区
 

渋
谷
区
 

中
野
区
 

杉
並
区
 

豊
島
区
 

北
区
 

荒
川
区
 

板
橋
区
 

練
馬
区
 

足
立
区
 

葛
飾
区
 

江
戸
川
区
 

八
王
子
市
 

立
川
市
 

武
蔵
野
市
 

三
鷹
市
 

青
梅
市
 

府
中
市
 

昭
島
市
 

調
布
市
 

町
田
市
 

小
金
井
市
 

小
平
市
 

日
野
市
 

東
村
山
市
 

国
分
寺
市
 

国
立
市
 

福
生
市
 

狛
江
市
 

東
大
和
市
 

清
瀬
市
 

東
久
留
米
市
 

武
蔵
村
山
市
 

多
摩
市
 

稲
城
市
 

羽
村
市
 

あ
き
る
野
市
 

西
東
京
市
 

瑞
穂
町
 

日
の
出
町
 

0
 

5
 

2
 

1
0
k
m

 
1
 

地
形
や
道
路
網
の
形
状
な
ど
の
条
件

に
よ
り
計
画
さ
れ
て
い
る
支
線

幹
線
街
路
の
機
能
を
補
完
す
る
た
め
に

計
画
さ
れ
て
い
る
支
線

凡
例



48 
 

 

 

 

計画されている支線の機能については、以下のとおり分類し、地域の実情を踏まえ、支

線の要否を検証しました。 

 

①地形や道路網の形状などの条件により計画されている支線 

 

②幹線街路の機能を補完するために計画されている支線 

 

 

①地形や道路網の形状などの条件により計画されている支線 

支線と接続する本線が完成しており、周辺の道路によって交通動線が確保され、周辺交

通に大きな問題がないと検証された支線については「計画の変更（支線の廃止）」を行う箇

所としました。 

本線が未整備の支線や周辺の交通状況等を考慮する必要がある支線については、地形の

状況や今後の交通動向等を踏まえ、「今後事業化を検討していく際に支線の要否を検証」を

行う箇所としました。 

 

②幹線街路の機能を補完するために計画されている支線 

下記のとおり分類して支線の要否を検証し、「計画の変更（支線の廃止）」を行う箇所、又

は「計画の存続」とする箇所としました。 

 

１）広域的な道路の支線（概成道路） 

概成道路における拡幅整備の有効性の検証を行い、支線の要否を検証しました。 

 

２）地域的な道路の支線（概成道路） 

概成道路における拡幅整備の有効性の検証と、既存道路による代替可能性の検証［１］

を行い、支線の要否を検証しました。 

 

３）地域的な道路の支線（現道無道路） 

既存道路による代替可能性の検証を行い、支線の要否を検証しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１］P68 を参照してください。  

検証方法 
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以上を踏まえ、支線の【計画の変更（支線の廃止）】及び【今後事業化を検討していく際

に支線の要否を検証】予定路線の一覧表及び位置図を示します。 

また、【計画の変更（支線の廃止）】予定路線の箇所図を示します。 

 

表３-６ 【計画の変更（支線の廃止）】予定路線の一覧表 
 

No. 路線名 所在区市町 
延長 

（m） 

変更に向けた 

検討主体 

支-１ 放射 14 号線支線１ 江東区 130 区 

支-２ 環状４号線支線１［1］ 港区 150 都 

※ここで示す延長は目安であり、都市計画変更の延長とは異なる場合があります。 

 

 

表３-７ 【今後事業化を検討していく際に支線の要否を検証】予定路線の一覧表 
 

No. 路線名 所在区市町 
延長 

（m） 

支-３ 補助 50 号線支線１ 渋谷区 100 

支-４ 多摩３・３・10 号線支線１ 多摩市 310 

※ここで示す延長は目安です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１］環状４号線支線１は、第３章３（１）都市計画公園等との重複の検証対象となっています。（P57 参照）  

検証結果 
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支-１ 放射14号線支線１ 支-２ 環状４号線支線１ 

 

 

【支線】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更予定路線：    、 完成又は事業中の路線：     

概成道路：    、区市町境：     

 

図３-37 【計画の変更（支線の廃止）】予定路線の箇所図 
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（４）橋詰 

橋詰とは、主に橋の架け替え用地、災害時の一時避難場所、材料置き場・交番等の敷地と

して使用するための空間として、関東大震災後の復興事業で制度化されたものです。その

後の戦災復興計画においても、橋詰には十分な広場を設けることとされていましたが、昭

和 33年に旧道路構造令と旧街路構造令が統合された新しい道路構造令には、橋詰に関する

規定はなくなりました。東京都においても、昭和 39年及び 41年の都市計画道路の再検討

以降、原則として橋詰は都市計画として計画決定されなくなりました。 

橋詰が完成した箇所は、橋の架け替え用地のほか、交番、トイレ、防災倉庫等の施設用地

等として使われていますが、橋詰が未着手の箇所があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、橋詰が未着手の箇所［１］

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１］橋詰が道路区域等になっている箇所は対象外としました。  

図３-38 橋詰のイメージ 

 

橋詰橋詰

橋詰橋詰

K O B A N

検証対象 
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橋詰は、震災復興都市計画等により都市計画決定されましたが、その後、道路構造令に

橋詰の記載がなくなったことから、現在、新たな都市計画決定は行っていません。 

このような状況を考慮し、既に橋梁が完成、又は概成道路となっている橋詰については、

架け替え用地としての必要性を確認した上で、基本的には、「計画の変更（橋詰の縮小）」

を行う箇所としました。 

また、それ以外の橋詰については、地形の状況や橋梁計画等を踏まえ、「今後事業化を検

討していく際に橋詰の要否を検証」を行う箇所としました。 

 

 

 

 

以上を踏まえ、橋詰の【計画の変更（橋詰の縮小）】及び【今後事業化を検討していく際

に橋詰の要否を検証】予定路線（箇所）の一覧表及び位置図を示します。 

また、【計画の変更（橋詰の縮小）】予定路線の箇所図を示します。 

 

 

表３-８ 【計画の変更（橋詰の縮小）】予定路線（箇所）の一覧表 
 

No. 路線名 橋梁名等 所在区市町 
変更に向けた 

検討主体 

橋-１ 放射 16 号線 千代田橋（旧楓川、右岸下流側） 中央区 都 

橋-２ 放射 16 号線 霊岸橋（亀島川、右岸上流側） 中央区 都 

橋-３ 放射 16 号線 沢海橋（大横川、左岸上流側） 江東区 都 

橋-４ 補助 112 号線 旧土州橋（旧箱崎川、左岸上流側） 中央区 都 

橋-５ 補助 119 号線 新竪川橋（竪川、左岸下流側） 墨田区 区 

橋-６ 福生３・４・２号線 多摩橋（多摩川、左岸下流側） 福生市 都 

 

表３-９ 【今後事業化を検討していく際に橋詰の要否を検証】予定路線（箇所）の一覧表 
 

No. 路線名 橋梁名等 所在区市町 

橋-７ 補助 91 号線 ― （隅田川） 北区・足立区 

橋-８ 八王子３・４・63 号線 ― （浅川） 八王子市 

橋-９ 八王子３・５・49 号線 暁橋（浅川） 八王子市 

 

 

  

検証結果 

検証方法 
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【橋詰】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-41 【計画の変更（橋詰の縮小）】予定路線の箇所図 

変更予定路線：    、 完成又は事業中の路線：    、 概成道路：    

区市町境：    

 

橋-１ 放射16号線（千代田橋） 橋-２ 放射16号線（霊岸橋） 

 

橋-３ 放射16号線（沢海橋） 

 

橋-４ 補助112号線（旧土州橋） 

 

橋-５ 補助119号線（新竪川橋） 

 

橋-６ 福生３・４・２号線（多摩橋） 

 


